
 

 

小児慢性特定疾病対策等の基本方針検討会の開催について 

 

１． 目的 

平成 27年１月から改正児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病対策等が実

施されているところ、同法第二十一条の五において「厚生労働大臣は、良質

かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な

育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。」と

規定されており、小児慢性特定疾病対策等の基本方針を定める必要がある。 

そのため、雇用均等・児童家庭局長が参集する検討会を開催し、基本方針

の具体的な内容について検討を行うこととする。 

 

２． 構成等 

（１）検討会委員は別紙のとおりとする。 

（２）検討会には座長を置く。 

（３）検討会は、座長が必要があると認めるときは、関係者の参加を求める

ことができる。 

（４）検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局母子保健課が行う。 

 

３． 検討事項 

小児慢性特定疾病対策等の基本方針について 

 

４． その他 

 検討会は、原則公開とする。 
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